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職場における熱中症対策の徹底を要請します 

～夏本番と熱中症対策に係る改正規則施行を迎える前に事業者団体に要請～ 

 

埼玉労働局（局長 片淵仁文）においては昨年度、労働災害防止団体及

び建設業、陸上貨物運送業、警備業の関係事業者団体に熱中症対策の徹底
を要請したところ、関係事業場の皆様のご努力により、令和６年の埼玉県
内における熱中症による労働災害は、２年連続で死亡者０人となりまし
た。他方、休業４日以上の死傷災害につきましては 61 件（前年比+11 人）

となり、依然として予断を許さない状況にあります。 
また令和６年の全国の熱中症による労働災害は、休業４日以上の死傷災

害が過去 10 年間で最も多い 1,195 人、死亡災害が３年連続での 30 人以上
となる見込みです（令和６年１月現在の速報値）。 

このような全国的な熱中症による死亡災害多発の傾向を踏まえ、令和７
年６月１日に、熱中症を重篤化させないための対策を盛り込んだ改正労働
安全衛生規則が施行されます。 

こうした状況を踏まえ、埼玉労働局は、下記のとおり、関係事業者団体
を参集し、改正労働安全衛生規則の説明と熱中症を重症化させないための

対策を含む熱中症対策の徹底を要請するため、下記のとおり要請式を開催
します。 

１ 要請日時・場所 
日時：令和７年５月 30日（金）11：00～12：00 
場所：埼玉労働局 14階会議室（さいたま市中央区新都心 11-2） 

 
２ 参集者（予定） 

一般社団法人埼玉労働基準協会連合会 
建設業労働災害防止協会埼玉県支部 
一般社団法人埼玉県建設業協会 
埼玉住宅工事安全協議会 
一般社団法人埼玉県造園業協会 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部 
一般社団法人埼玉県トラック協会 
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会 
一般社団法人埼玉県警備業協会 
一般社団法人埼玉県電業協会 
一般社団法人埼玉県ビルメンテナンス協会 
 

埼玉労働局発表 

令和７年５月 16 日（金） 

【照会先】 

埼玉労働局労働基準部健康安全課 

課 長  川又 裕子 

主任地方労働衛生専門官  嶋田 敏晴 

（電話番号） 048-600-6206 

Press Release 



 

 

【資料】 
別紙１ 埼玉県内の職場における熱中症による労働災害発生状況 

別紙２ 取材申込票 

別添  要請書（案） 

３ 事業者に呼び掛ける熱中症対策の内容抄（別添要請書（案）参照） 
① 改正労働安全衛生規則に基づき、熱中症の重篤化を防止するための措置に

関する実施手順の作成及び周知等を徹底すること 
② 暑さ指数（WBGT値）を測定しその値に応じた対策を実施すること 
③ 作業員の健康状態の確認と健康状態を踏まえた措置に関すること 
④ 水分・塩分を定期的に摂取するよう徹底し、巡視による確認をすること 

 

４ 取材の申込方法と留意事項 

 当日取材を実施していただける場合は、令和７年５月 29 日（木）までに、埼玉労働

局労働基準部健康安全課の担当者あてに別紙２により申込をお願いします。 



（ 令和 ６年 確定値 ）

埼玉県内の熱中症による労働災害発生状況

れしょう

埼玉県内の熱中症による労働災害の死亡者数・死傷者数の推移

令和６年の熱中症の労働災害内訳

※ 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く
出典：死亡災害報告

※ 出典：労働者死傷病報告、死亡災害報告
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令和７年（2025年）１月１日以降に報告受付となる労働者死
傷病報告について、電子申請による報告が義務付けられます。
ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申

請が認められます。

第14次労働災害防止計画の
詳細はこちらへ ☟

埼玉第14次労働災害防止計画における『熱中症対策』

（R9）

労働局等の具体的な取組

アウトプット指標 アウトカム指標

計画では「熱中症対策」は重点事項の一つに位置付けられ、具体的取組と指標が定め
られています。

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

キャンペーンロゴ



埼玉労働局労働基準部健康安全課 松永 行 

mail: matsunaga-kouji.0q6@mhlw.go.jp 

（電話 048－600-6206） 

 

令和  年  月  日 

 

 

取材申込票 
 

下記必要事項をご記入の上５月 29日(木)までにメール又は電話 

でお申込くださいますようお願い申し上げます 

 

取材申込社 

（担当者・連絡先） 
会社名： 

担当者： 

ＴＥＬ： 

m a i l ： 

参加人数：       人 

 

放送・掲載 予定日 

 

放送番組・掲載誌 

 

令和  年  月  日 

その他 
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（案） 

令和７年５月 30日 

 
別記の長 殿 
 
 
 
 
 

職場における熱中症予防対策の徹底に関する要請書 
 
 

職場における熱中症予防対策については、「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」
を実施し、皆様と連携してその取組を行ってきたところです。 
貴団体の関係事業者の皆様をはじめ、県内の各事業場の熱中症対策の取組により、埼

玉労働局管内の職場における熱中症による死亡災害は、２年連続で０人となりました。しか
しながら、休業４日以上の熱中症による労働災害は 61人と過去最高となり、職場における熱
中症予防対策の一層の徹底が求められます。 
熱中症は、死亡災害に至る割合が他の災害と比べ５乃至６倍という特徴がありますが、確

実な対策と早期の対処で重篤化を防止することができる災害でもあります。 
全国的には、職場における熱中症による死亡災害は毎年 30 人程度で推移しており、昨

今の気候変動の状況に鑑みると、更なる増加が懸念されます。 
このような状況を踏まえ、職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則

が改正され、令和７年６月１日から施行されます。 
つきましては、現下の状況と、熱中症の特徴を御理解いただき、暑さが本格化する前に、

STOP！熱中症クールワークキャンペーンの実施要綱に定められた実施事項と下記の熱中
症の予防対策を関係者へ周知徹底・指導をお願いし、熱中症による労働災害の減少に努

めるよう要請します。 
 

記 
 
１  令和７年６月１日から施行される改正労働安全衛生規則に基づき、熱中症のおそ

れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、身体冷却や医療機関への搬送
等迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため「報告体制
の整備」、「異常時の対応手順作成」、「関係労働者への周知」を徹底すること。 
 

２  暑さ指数（WBGT値）を測定し、その値に応じた、熱中症予防対策を実施すること。 
 

３  のどの渇き等の自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分をこまめに定期的に
摂取するよう徹底し、作業場を巡視してその摂取状況を確認すること。また、必要に

応じて、作業開始前等のプレクーリング等を検討すること。 
 

４  健康状態や暑熱順化の状況を確認して、熱中症の発症リスクが高いと疑われる者
に対しては、必要に応じて作業の配置替え等を検討すること。 
 特に熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対しては、医師
等の意見を踏まえ必要な配慮を行うこと。 
 

埼玉労働局長 
片 淵 仁 文 

別添 



別記団体 

 

一般社団法人埼玉労働基準協会連合会  

建設業労働災害防止協会埼玉県支部  

一般社団法人埼玉県建設業協会  

埼玉住宅工事安全協議会  

一般社団法人埼玉県造園業協会  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部  

一般社団法人埼玉県トラック協会 

林業・木材製造業労働災害防止協会埼玉県支部 

彩の国埼玉・農業法人協会  

一般社団法人埼玉県環境産業振興協会  

一般社団法人埼玉県空調衛生設備協会 

一般社団法人埼玉県警備業協会  

一般社団法人埼玉県電業協会  

一般社団法人埼玉県ビルメンテナンス協会  

 


